
社会福祉法人　郷寿会

１．継続事業の前提に関する注記

　該当無し

2．重要な会計方針

　（1）会計処理

　　・社会福祉法人新会計基準を適用する。

　（2）固定資産の減価償却の方法

　　・建物並びに器具及び備品等　―　定額法

　（3）貯蔵品の評価方法

　　・最終仕入れ原価法で計上する

　（4）引当金の計上基準

　　・退職給付引当金は退職給付引当資産と同額を計上する

　　・支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金として計上する

　　・徴収不能引当金は計上しない

3．重要な会計方針の変更

  該当無し

4．法人で採用する退職給付制度

　（1）福祉医療機構退職共済制度

　（2）熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度

5．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

　　当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

　（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

　（2）事業区分と拠点区分がひとつのため事業区分別内訳表、拠点区分別内訳表は作成しない。

　（3）第一拠点におけるサービス区分の内容

　　ア　特別養護老人ホームあさひ園

　　イ　あさひ園短期入所生活介護事業所

　　ウ　あさひ園通所介護事業所

　　エ　あさひ園訪問介護事業所

　　オ　あさひ園障害福祉サービス事業所

　　カ　あさひ園居宅介護支援事業所

　　キ　第二地域包括支援センター

　　ク　本部

6．基本財産の増減の内容及び金額

　　　基本財産の増減の内容は以下のとおりである。

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物 228,073,904 0 10,618,406 217,455,498

土地 301,740,340 0 0 301,740,340

合計 529,814,244 0 10,618,406 519,195,838

7．会計基準第3章第4　（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

　減価償却費に対応した国庫補助金等特別積立金を取り崩す

令和元年度末計算書類に対する注記（法人全体用）



8．担保に供している資産

　該当無し

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 527,481,261 310,025,763 217,455,498

土地（　　〃　　） 301,740,340 0 301,740,340

建物（その他） 1,859,597 1,813,102 46,495

土地（　　〃　） 49,868,970 0 49,868,970

構築物 28,122,119 18,202,609 9,919,510

機械及び装置 73,007,528 58,414,793 14,592,735

車輌運搬具 20,093,020 19,004,281 1,088,739

器具及び備品 89,754,182 77,233,682 12,520,500

建設仮勘定 159,617,218 0 159,617,218

権利 338,732 0 338,732

ソフトウェア 16,291,059 11,680,560 4,610,499

リサイクル預託金 96,840 0 96,840

合計 1,268,270,866 496,374,790 771,896,076

10．債権額、債権の当期末残高

債権額 徴収不能引当金 債権の当期末残高

事業未収金 60,795,742 0 60,795,742

未収補助金 0 0 0

合計 60,795,742 0 60,795,742

11．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　該当無し

12．関連当事者との取引の内容

　　該当無し

13．重要な偶発債務

　　該当無し

14．重要な後発事象

　　該当無し

15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
　　　純資産の状態を明らかにするために必要な事項

　（1）その他の積立資産のうち、90,000,000円は国債に充当。

　（2）資金収支計算書と事業活動計算書で人件費が相違するのは退職給付引当金の繰入と

　　取崩しを人件費退職給費費用という勘定科目を用いて処理するため。


